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「温泉に行きたい |」 という友人を誘つて川原湯温泉の共同浴湯 「王湯」に行つてきま

した。泉質の良いことで有名な川原湯温泉は、かつては旅館や土産店、食堂が立ち並び、

草津とは一味違ったひなびた温泉街として栄えていました。地元が人ッ場ダム建設を受け

入れたことで、住民は移転を余儀なくされ、旅館等は廃業、休業、代替地への移転が相次

ぎ、その当時の姿が失われてしまいました。「王湯」も3月 末日迄の営業で、その後は代替

地に建設されている「王湯会館」に移転することが決まっています。私はもう一度「王湯」

に入りたいと思つていましたので、湯の香りに包まれた至福の時を過ごしてきました。

人ッ場ダム関連工事は、湖面 1号橋 (人 ッ場大橋)や付け替え鉄道の駅舎ができつつあ

り、また、本体工事用の作業ヤー ド造成工事も進められていて、本体工事着工に向けて動

いている様子です。人ッ場あしたの会の渡辺 さんの案内で、代替地や国道などをひと回り

しましたが、やはリダム湖周辺の地すべりなどの危険性を感 じました。

私たちは裁判の中で、人ッ場ダムは利水、治水の両面の不要性を立証し、ダム湖周辺の

地質が脆弱で、地すべりの発生で取り返しのつかなしV惨事を招く危険性を訴えてきました。

しかし、東京、千葉、栃木の控訴審判決はいずれも敗訴でした。埼玉の東京高裁の裁判

は、3年間の進行協議を経て、 1月 21日 に第 1回 回頭弁論が開かれ、嶋津さんの証人尋

間が認められたものの次回で結審です。

4月 22日 (火)午後 2時～ 3時に東京高等裁判所で判決前の控訴審が開かれます。私

たちはこれからも諦めず、人ッ場ダム本体工事の中止を求めていきます。

大高文子



八ッ場ダム埼玉訴訟は, 1月 21日 (火)午前 11時 30分から、高裁段階に入つ

てから初めての日頭弁論期 日が開かれました。 1審・ さいたま地裁の判決言い渡 しか

ら実に3年半振 りの法廷での審理 ということになりました。

第 1回期 日とい うことで、控訴提起以降、控訴人・被控訴人の双方から提出された

準備書面を改めて提出する取 り扱いが行われた後、進行協議の中で一番問題 となつて

いた原告・控訴人側が申請 している証人・控訴人本人尋間の採否についての裁判所の

判断が示されました。結果は、利水について控訴人本人 (嶋津さん)の尋間は認める

が、他の証人の申請に付いては必要がない、却下する、とい うものでした。スァパー

堤防 (高規格堤防)の築堤等も予定されている中、人ッ場ダム建設にどれだけの治水

効果が期待できるのかは埼玉県にとつても重要なテーマであるはずです。人ッ場ダム

の治水効果を十分に検証 した上でダム事業への参画を決めたと言えるのかを県側の証

人に質したいところでしたが、残念ながらその機会は得られませんでした。

ということで、4月 22日 (火)午後 2時からに指定された第 2回期 日においては、

埼玉訴訟には控訴人の一人として名を連ねている嶋津さんの本人尋間を行 うことにな

りました。 1審判決以降、県が行つた水需要予測と実績値 との乖離がより顕著になっ

ている実態を、パワーポイン トを使って分か り易く証言 していただく予定にしていま

す。

この第 2回期 日において、控訴審の審理が結審 となる可能性が高くなつていること

もありますので、ぜひ、多くの皆さんに傍聴に来ていただければと思います。よろし

くお願いします。
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報告  人ッ場ダム住民訴訟 9周年報告集会

12月 21日 (土)13:30か ら全水道会館で F人 ッ場ダム住民訴訟 9周年報告集会」が開催さ

れました。この一年で状況はどんどん厳しくなつてきましたが、一都六県の住民訴訟に関わ

る方達はくじけることなく人ッ場ダムを止めるために活動しています。年に一度、情報交換

し連携を深め、人ッ場ダムを止めるための道筋を探るために今年も一堂に会 しました。

基 調 講 演 今本博健京都大学名誉教授 :

「ダムにたよらない流域治水 夜明け前 ～滋賀県の挑戦にまなぶ～」

日本は明治以来の定量治水の考え方で、ダムありきの政策できた。それを転換 し、まずは

住民の命を守ることを最優先に考える流域治水に滋賀県が取り組んでいる。川を客観的な

指標によつて 4つのランクに分けて、緊急性の高い川から改修工事をしている。滋賀県

は全国 9位の河川整備率で、災害復旧費も安く済んでいる。水害の被害者は半数は避難

中であることから、水平避難だけでなく高いところに逃げる垂直避難も大事。

一つのダムに予算を注ぐのでなく、たくさんの河り||の改修をした方が予算は少なくて危険

度下げられる。 目標治水安全度を 1/30、 1/10な ど実現可能な低い日標にして実現を優先

するべき。

しかし、滋賀県も嘉田さんが変わつたら元に戻るのではないか。ダムだけに頼らない治水

を確固たるものにするには、定量治水から非定量治水の転換が必要である。

人ッ場ダム問題の今後

嶋津暉之さんが工期の延長 と試験耐水した時の地すべ りの危険性を指摘。人ッ場ダムが出

来た時の様々なデメリットの中から、「自然の喪失」「脆弱な地質」「浅間山噴火時のリス

ク」などを解説。たとえ工事が進んだとしてもますます混迷を招く。

弁護団からの裁判の報告

。千葉 評価できるところが一つもない最悪判決

。東京 住民敗訴、しかし明白な違法である

。栃木 三ダムが対象、利根川から離れているのに人ッ場ダムの費用を負担 1′27判決が下りる

。埼玉 他の地域の裁判を様子見していたが、他の判決が出て急に急ぐようになつた

。茨城 3/25 1:15～  825号法廷に判決が下りる

。全体 国の行為が客観的に違法であつても「重大かつ明白」でなければ目をつぶる不当な法解釈・

その後、各都県からの報告があり、議員の塩り|1鉄也氏、大河原雅子氏、初鹿明博氏から

から「諦めないで頑張りましょう」などの挨拶が続いた。また、高橋弁護団長が「判決が

どこも酷い。それだけ相手を追い詰めている。諦めない !」 と語 り、最後に集会のアピー

ル文を採択した。
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八ッ場ダム住民訴訟 9周年報告集会アピール

国土交通省は来年度、人ッ場ダムの本体工事に着手しようとしています。今年度中に本

体準備工事が始まり、ダムサイ ト予定地の吾妻渓谷の景観が大きく損なわれる危険が迫つ

ています。

今年 8月 上旬、国土交通省は、人ッ場ダムの工期を2015年度から4年先のばしする「ダ

ム基本計画変更案」を発表しました。驚くことに実に 4度目の計画変更です。国土交通省

は工事の遅れの理由を専ら民主党政権が始めたダム検証にあるとして、「工期延長」のみの

計画変更とし、地すべり対策などのために必要とされている事業費増額を先送りにしまし

た。そして関係都県も、国土交通省の嘘を丸呑みにして、9月議会において計画変更に同

意しました。関係都県が、地すべりの発生リスクとその対策等のために事業費増額が必要

であることを予見できるにもかかわらず、ダムの安全性の問題を二の次にして国の基本計

画変更に安易に同意したことは無責任であり、強く抗議します。

治水・利水 。危険性・環境・遺跡… 訴訟のすべての争点で、人ッ場ダム計画はたくさ

んの嘘にまみれています。本来なら、この嘘を見破り、国と自治体の姿勢を断罪しなけれ

ばならないはずの司法も、行政に追随しました。

私たちの提起した住民訴訟は、今年 3月 に東京訴訟で、10月 には千葉訴訟で東京高裁の

判決が出ました。東京訴訟 。大竹たかし判決は「一日校長事件」の最高裁判決の適用範囲

を拡大解釈し、公共事業費負担に関する国と地方公共団体の関係を上命下服の関係と捉え、

住民側に過重な立証責任を求めるという不当な判断基準をもつて、国と自治体の嘘を守り

ました。千葉訴訟 0加藤新太郎判決は、重要な争点について判断せず、判示部分は細部の

言い回しまで大竹判決をなぞるなどあからさまな手抜き判決であり、日本学術会議のお墨

付きに頼るという権威主義にも走りました。

この裁判の意義の一つは、将来世代のために住民訴訟という、戦後憲法とともに誕生し

た地方自治のツールをつかつて闘つている点にあります。人ッ場ダムにおける司法の姿勢

は、憲法が保障する地方自治の意義をないがしろにするものであり、到底容認できないと

私たちは考え、最高裁への上告に踏み切りました。「憲法の番人」としての最高裁の意義が

問われ′る闘いになりました。

本日私たちは、真の意味で流域住民の「命を守る」治水のために、滋賀県で先進的な試

みが始まっていること、そのためにダムより優先すべき様々な施策があることを学びまし

た。私たち利根川流域住民にとつて真に必要な治水は、計画が浮上してから半世紀以上が

経過してすでに目的を失つた人ッ場ダムではありません。吾妻渓谷の美しい自然を犠牲に

する人ッ場ダムではありません。権力が時計の針の逆転を試みようとも、真実を覆い隠そ

うとも、私たちは真の利根川治水を求めて、また、あるべき地方自治を求めて、今後も闘

つていくことをここに宣言 します。 2013年 12月 21日   参加者一同



財レ針」がユネスコの黒形大Jb壇産に登録されました

野田静枝

人ッ場ダム建設反対の連携団体で、うなぎのお話を伺いに印藩沼漁協見学会が企画され、私

は参加を予定していたのですが・…残念ながら前日に緊急事態が発生してキャンセルしました。

なぜキャンセルせざるを得なかったのか?理由は地球規模の不況と不安の小さな小さな片鱗

とも言えるでしょう。街なかの商店街に深夜 「捨て猫」されたのです。えっ !?捨て猫と不況

が関係有るのと不思議に思われる方が多いと思います。小さな小さな片鱗と表現したのは、不

安からか「癒し」を求めて大や猫に代表されるペットを飼い始めるが、不況の煽りで生活を変

えなければならなくなり、先ずペットの餌代や医療費を締めての「捨て猫」や、引越し時にペ

ットを連れて行かずに放置するケースが増えてきています。その猫を救出するために深夜から

早朝に緊急出動したので不参加になりました。「アベノミックスは何処 ?」 と深夜の星に聞きま

したが返事はありません。

そんな暗い世相の中で、ユネスコの無形文化遺産に「和食」が登録されて 「土用にうなぎ」

と代表される様に季節の中で体力消耗の時期にうなぎと言う高カロリーたんぱく質を摂取する

理にかなつた「和食文化」を世界に知らしめて保護をしていく、大賛成です。うなぎの蒲焼に

は、うなぎ、醤油、味酢、塗りのお重、炭、自米や、うなぎをさばく包丁とこれまた日本文化

の伝統が集まって初めて「鰻のお重」が食べられるのです。昨今は国産鰻が獲れなくなり価格

高騰の凄さ、なぜ ?獲れないか?う なぎが育つ環境が破壊されているからです。

私たちが建設反対しているダムに代表される様に、うなぎの育つせせらぎや稲作用水路が大き

く様変わりしてきているのです。天の恵みの雨が降って山を育てて檜や橡の山林となるのです

が…手入れの簡単な杉山が多くなり高齢化から山も荒れて炭となる木材が採れません。人ッ場

ダム計画地も美しい渓谷が様々な動植物と共生していました。自然の懐に抱かれて自然を敬い

生活をしていたのです。この文化をコンクリー トで、ダムで自然を破壊して遥か昔のダム計画

を実行させる事に猛進している不可解さ?その実行の為に故郷の人々の心をも破壊 して故郷を

分断させている。 21世紀になり自然を制御できない数多の事実を経験しているはずなのに、

なぜ ?恐れ多い自然との共生が世界の趨勢になつていると言うのに?食文化を支えるのは自然

です。人々が穏やかに肥沃な大地を長く長く積み重ねて未来へと、この自然環境を手渡してい

くのです。コンクリー ト。国土強靭化で強く強くと硬いコンクリー トであれもこれもと固める

のか?

自然破壊で食文化は守れません。ダムとうなぎは遠くて近い問題です。さ～て、ママチャリ

に乗つて浦和へうなぎを食べに出かけます。うなぎパワーで諦めない !
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置き (栃木県鹿沼市)、 湯西川 (同日光

市)、 八 ッ場 (群馬県長野原町)のダム 3

事業への栃木県の負担金支出差し止めなど

を求めた住民訴訟の控訴審判決で、東京高

裁は先月、一審 に続 き住民の訴えを退 け

た。ただ、判決は異例にも南摩ダムからの

撤退を「選択肢の一つ」と指摘した。ダム

は本当に必要なのか。  (篠 ケ瀬祐司 )

ダム建設予定地付近
の南口 1枯 流れる水
はわずかだつたこ栃
木県鹿沼市で

ｒ
Ч
・　
　
の
場
。
幹
事
会
」
が
つ
く
ら
れ

た
。
結
論
は
出
て
お
ら
ず
、
本

体
工
事
は
始
ま

っ
て
い
な
い
。

た
も
の
の
、
思
川
開
発
事
業
の

利
水
に
つ
い
て

「
参
回
判
断
の

基
礎
と
し
た
事
情
に

一
部
変
更

が
生
じ
て
い
る
こ
と
や
、
水
道

用
水
供
給
事
業
と
し
て
の
今
後

の
見
通
し
等
を
か
ん
が
み
て
、

被
控
訴
人
が
思
川
開
発
事
業
か

ら
撤
退
す
る
と
の
判
断
を
す
る

こ
と
も
、
政
策
的
に
は
十
分
考

え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
た
。
県

に
事
業
か
ら
の
撤
退
を
う
な
が

し
た
と
も
読
め
る
。

栃
木
県
が
南
摩
ダ
ム
か
ら
得

る
水
を
県
南
西
部
の
自
治
体
に

供
給
す
る
た
め
の
事
業
許
可
を

受
け
て
お
ら
ず
、
供
給
計
画
も

な
い
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
二
〇

一
二
年
六

月
の
第
二
回
幹
事
会
で
発
覚
し

た
。
現
時
点
で
も

「
県
と
関
係

市
町
村
が
協
議
中
」

（
県
生
活

衛
生
課
）
と
い
う
状
態
で
、
認

可
も
計
画
も
な
い
。

栃
木
県
は
判
決
後
も

「
県
南

地
域
に
お
け
る
安
全
な
水
道
水

の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
上

で
、
必
要
不
可
欠
な
事
業
だ
」

（砂
防
水
資
源
課
）
と
事
業
推

進
の
姿
勢
を
用
し
て
い
な
い
。

南
摩
ダ
ム
の
建
設
が
予
定
さ

れ
て
い
る
南
摩
川
は
川
幅
が
二

～
三
厨
ほ
ど
し
か
な
く
、
流
れ

る
水
も
少
な
い
。
県
内
人
口
も

減
少
が
見
込
ま
れ
る
。

ダ
ム
建
設
に
反
対
す
る
住
民

は

「市
内
の
大
声
川
と
黒
川
の

水
を
南
摩
ダ
ム
に
引
き
入
れ
る

計
画
だ
が
、
人
も
減
り
、
水
を

使
う
計
画
も
な
い
な
ら
、
他
の

川
の
水
を
使

っ
て
ま
で
巨
大
ダ

ム
を
つ
く
る
必
要
は
な
い
」
と

県
の
方
針
を
批
判
す
る
。

一
方
、
判
決
は
八
ツ
場
ダ
ム

に
つ
い
て
も
、
住
民
側
が
主
張

し
た
建
設
予
定
地
周
辺
の
地
滑

り
の
危
険
性
に
つ
い
て

「
う
な

ず
け
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
」
と

一
定
の
理
解

を
示
し
た
。
た
だ
、
住
民
側
が

主
張
し
た
八
ツ
場
ダ
ム
の
治
水

効
果
の
低
さ
は
退
け
ら
れ
た
。

市
民
団
体

「ダ
ム
反
対
鹿
沼

市
民
協
議
会
」
事
務
局
の
高
橋

比
呂
志
さ
ん
が
国
交
省

へ
の
情

報
公
開
請
求
で
入
手
し
た
想
定

図
に
よ
れ
ば
、
利
根
川
洪
水
で

浸
水
す
る
栃
木
県
の

一
部
地
域

は
、
八
ツ
場
ダ
ム
の
完
成
後
も

浸
水
面
積
や
浸
水
の
深
さ
が
変

わ
ら
な
い
。

原
告
側
は
こ
の
図
面
を
も
と

に
洪
水
軽
減
効
果
が
な
い
と
主

張
し
た
が
、
判
決
は
こ
れ
に
直

接
触
れ
ず
、
栃
木
県
の
八
ッ
場

ダ
ム
ヘ
の
負
担
金
支
出
を
認
め

た
。
原
告
側
代
理
人
の
大
木

一

俊
弁
護
士
は

「具
体
論
に
入
れ

ば
八
ッ
場
ダ
ム
の
治
水
効
果
を

否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、

言
及
を
避
げ
た
」
と
債
る
。

住
民
側
は
高
裁
判
決
を
不
服

と
し
て
七
日
に
最
高
裁
に
上
告

し
た
。
さ
ら
に
三
ダ
ム
事
業

へ

の
栃
木
県
の
支
出
差
し
止
め
を

求
め
て
い
く
方
針
だ
。

減
る
人
口
■
水
供
給
計
画
な
し

南
摩
ダ
ム
高
裁
も
疑
間
符

南
摩
ダ
ム
は
一
九
九
四
年

∴
ｕ

』璧
朗
眩
襲
維
つも

車
赴

ほ轟
劃
舞
鏡
動鮮

撤

貼
雲

艶

琺
鍵

訟

飩埴
卿の一期に籍

住民訴
離
伽
喘
曜
喩
籐

‐
ｉ
ｌ
‐
い
Ｌ
」
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埼玉の会 総会と講演会・写真展のご案内

3月 30日 (日 )浦和コミュニティセンター10階 第 14集会室 (浦和パルコ上階)

第一部 総 会 :13:30～ 14:00 2013年 度活動報告と2014年活動方針 (案 )

第二部     14:15～ 16:30

障演会|「田中正造に学ぶ原発・八ッ場ダム問題」菅井益郎 (国学院大学経済学部教授)

人ッ場ダム問題の報告とビデオ

★写真展 :3月 30日 (日 )～ 31日 (月 )

さいたま市市民活動センター9階 多目的展示コーナー (浦和パルコ上階)

l'コ::?1黒三TT9,i[3『↑;↑畠橿Fム
は今～

 ゛̀,、ミμl′ふ滸

群馬 5月 14日 (水)判決 825号法廷

茨城 3月 25日 (火)午後 1時 15分 判決 825号法廷

埼玉 4月 22日 (火 )午後 2時 証人尋間 (喘津さん)、 結審  法廷未定

東京、千葉、栃木は上告中

★署名活動「八ッ場ダム本

体工事の中止を求めます」

にご協力お願いします。

人ッ場あしたの会ホームペー

ジでネット署名も出来ます。

(第二次〆切 3月 末)

会費納入のお願い

蝸

埼玉の会の活動にご理解 とご支援を頂きま

して、心から感謝申し上げます。当会の活動

は皆さまの会費やカンパによつて支えられて

います。ご支援ご協力をよろしくお願いします。

■年会費 2,000円 (2014年 1～ 12月 )

■郵便振替口座 :0180-2-334-064
■加入者名 :八 ッ場ダムをストップさせる

埼玉の会

八 ッ場ダムをス トップさせる埼玉の会

★人ッ場ダムをストップさせる埼玉の会筵
`=こ

:二」I■1■螢ュ■■豊二込 」聾」I豊霊L
★人ッ場ダム訴訟建1■二

=Jを
lL i遭聾Itt rttit★人ッ場あしたの会http://酬。yamba― net.Org


